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日本人類学会・人類学の研究倫理に関する基本姿勢と基本指針 

平成18年11月4日（土）第60回日本人類学会大会総会にて承認 

 

目的と範囲 

本指針は、人類学の研究に携わる者の倫理意識を高めると同時に、人類学の研究および関連活

動の全般において、十分な倫理的配慮の実現に資することを目的とする。以下に、人類学におい

て広く必要と考えられる倫理的配慮を明記する。その一方で、人類学の各専門領域で、より詳細

な指針もしくは規定の制定が望ましい場合は、以下に記された基本姿勢と基本指針をもとに、そ

れらを作成するものとする。 

 

人類学の目的 

人類学という学問は、人間自身について科学的な認識を得ることを目的としている。そのため、人

間という生物の進化の過程と、その結果としての多様な展開を知り、現生人類の持つさまざまな生物

学的性質を科学的に探求することを目指している。それは、私たち自身の来た道を知ることによって、

これから私たちはどこへ行くのかに関して英知を得る試みでもある。 

人間性の理解は、哲学的思索によってのみ得られるわけではない。人間も生物界の一員であり、長

い生命の進化の中で出現した存在である。したがって人間性には、生物としての人間がもつ特性とし

ての側面、すなわち自然科学的研究の対象となる側面が存在し、その研究が生み出す成果は、人間性

の理解をより豊かなものにする。人間がどのような生物であり、どのような環境のもとで、どのよう

に適応してきたのかを理解すること、すなわち、自然界における人間の位置に関する科学的理解は、

他の生命体と人間との関係と共通性についてのより深い認識を提供し、地球環境と人類の存続のため

に有益な洞察を与えるものである。すなわち、人類学の研究は、人間自身の科学的理解を深めること

により、私たちの社会に有用な示唆をもたらすことをも目指している。 

人類学では、その一環として、現生や過去の人類の集団間や個体間の変異に関する研究が行な

われるが、これも生物としての人間の共通性と多様性およびその生物学的意味を明らかにするこ

とを目指しているからである。その結果、差異と差別との違いを明確にし、社会的差別の不合理

さを明らかにすることが期待される。そして、現代社会における人間の幸福と福祉のために何が

できるか、これからよりよい社会を築いていくためにどのような選択を取るべきかについて、有

効な提言をする必要がある。 

 

人類学における研究方法の特性 

人類学の研究分野には、人類の系統進化と文化発展の歴史に関する研究、現生人類集団の生物

学的性質の研究、諸文化における人々の生業活動や行動および心理の研究、人間の理解につなが

る霊長類の研究などが含まれ、世界各地における人類化石、古人骨、祖先の残した遺物や行動跡

の発掘と分析、現生人類集団の身体特徴や身体能力に関する調査、遺伝子もしくはゲノム特徴に

関する情報の収集、さらには日常の生業や行動の観察など、多岐にわたる野外調査や博物館資料

の分析などがその主な研究方法となっている。 

実際の研究に際しては、現在生活している人間の身体データや試料の収集と分析、家系調査、
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行動観察など、個人や集団の生活に踏み込むことが少なくない。そのため、調査の対象となる個

人あるいは集団と研究者との間には、研究の客体と主体という関係とは別に、対等な人間関係の

もとで研究が実施され、その成果を共有し得る関係が成立していなければならない。これらのこ

とは人類学における研究方法の特性であるとともに宿命であり、それゆえ人類学の研究者は研究

の計画、実施、報告の各段階において、対象となる人々の理解を得、信頼をまっとうするよう、

十分な倫理的配慮を払う責任がある。 

 

人類学研究における倫理と責務 

人間社会では、同一個人が複数の異なる集団に所属し、他の動物にはみられない重層的で高度

な統合性を持つ複雑な社会を実現している。また人類学の研究では、研究者は一般社会と学術的

共同体の両方に所属しているだけでなく、さらに研究対象の人々やその共同体とも深い関わりを

持つ。それゆえ、研究者は少なくともこれら三種類の集団から異なった規範の適用を迫られる。

また人類学の研究は、その方法の特性のため、個人や特定集団と密接な関わりを持ち、それ以外

の人々にも大きな影響を及ぼす可能性がある。その研究成果は個人や特定集団に直接関わる場合

が少なくない。したがって、人類学の研究に携わるにあたっては、研究対象となる人々やその 

周辺で影響される人々に対する配慮を何よりも優先する必要がある。 

本指針は、先ずは人類学の研究者が十分な研究倫理を持つことの必要性と重要性を明言するも

のであり、人類学の研究に携わる者一人一人が改めてそれを認識するよう促すものである。さら

には、個々の研究者が直面するかもしれない倫理上の問題について判断の枠組みを提供すること

を目指し、以下の基本的な指針を提示する。ただし、倫理上の判断は、状況に応じて最善を尽く

すべきものであり、特定の判断に必要な全ての情報をここに提供することはできない。したがっ

て研究者は、倫理上の問題について十分に配慮し、適切に判断できるよう、下記の基本指針を熟

慮するとともに、絶えず研究倫理に関する新たな情報や考え方を知り、自らを教育するよう努め

なければならない。そのためには米国自然人類学会（ American Association of Physical 
Anthropologists）の「倫理綱領」、米国人類学会（American Anthropological Association）の

「倫理綱領」、世界医師会（World Medical Association）の「ヘルシンキ宣言」、文部科学省・厚

生労働省・経済産業省の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、文部科学省・厚生労働

省の「疫学研究に関する倫理指針」等の倫理規範やそれに関する声明などを参照することが有用と思

われる。 

 

研究の目的に関する倫理的配慮 

1. 人類学の研究者は、人類の過去と現在のありように関する科学的探索を通じ、人間自身および

他の生命体と人間との関係についての理解を深めることにより、社会に有用な示唆をもたらす

よう努めなければならない。 

2. 人類学の研究者は、不適切もしくは不十分な科学的根拠に基づく社会的差別に反対し、それを

なくすよう努めなければならない。 

3. 人類学の研究者は、自分たちの研究結果によって、社会的差別が正当化されたり助長されたり

しないよう、十分に配慮しなければならない。特に、研究によって明らかにされる個人あるいは
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集団の間の差異が社会的差別の根拠として利用される危険を十分に認識し、差異と差別との違い

を明確にし、社会的差別の不合理さを明らかにするよう努めなければならない。 

 

研究の対象に関する倫理的配慮 

4. 人類学の研究者は、対象となる人々および研究の実施により影響を受ける人々に、研究の目的、実

施方法、生じ得る影響、その他の関係する事項について説明し、理解と合意、すなわちインフォ

ームド・コンセントを得て、研究を開始しなければならない。 

1) 対象となる人々や影響を受ける人々との合意は、自由で対等な関係においてなされなければ

ならず、明示的か否かを問わず、いかなる強制もあってはならない。 

2) 研究者は、研究によって対象者やその他の人々に生じる可能性がある不利益を事前に特定す

るよう最善の努力をし、それらについて、研究対象者や影響を受ける人々に包み隠さず説明し

なければならない。 

3) 研究者は、研究によって生じる可能性がある悪影響を回避または縮小するために、最善の努

力を払わなければならない。 

5. 人類学の研究者は、直接の対話や交渉ができない研究対象に対しても十分な敬意を払い、恩義

を認識して倫理的配慮を行わなければならない。 

1) 人間を対象とする研究は、人権と人間の尊厳を尊重しなければならない。祖先の遺物や遺骨

等を対象とする研究もこれに含まれる。 

2) 人間以外の動物を対象とする研究は動物福祉の理念に則って行わなければならない。 

6. 人類学の研究者は、他の研究者や人々が将来利用あるいは再検討できるように、資料や成果の

保全に可能な限り努めなければならない。 

 

研究の計画と実施における倫理的配慮 

7. 人類学の研究者は、研究の計画、実施、報告の各段階において、対象となる人々との約束や信

頼を裏切らぬよう、絶えず配慮しなければならない。 

1) 研究計画は、対象となる人々の文化、宗教、慣習、その他生活にとって重要な事項を十分理

解し、尊重して立案されなければならない。 

2) 研究を実施するにあたっては、対象となる個人もしくは集団のインフォームド・コンセント

を得なければならない。 

3) 研究対象者の個人情報を保護し、プライバシーを守ることができるよう、前もって対策を立

案し、対象となる個人や集団と相談しなければならない。 

8. 人類学の研究者は、研究の継続が倫理に反することが判明した場合には、いつでも研究を中止

する用意がなければならない。 

9. 研究の遂行にあたっては、自身および周囲の者が、捏造、改ざん、盗用などの不正行為に関わ

らないよう細心の注意をはらわなければならない。 

 

研究成果の公表に関する倫理的配慮 

10. 人類学の研究を行った者は、時期を失することなく研究成果を社会に還元しなければならな
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い。 

11. 研究成果の公表にあたっては、個人情報を保護しなければならない。 

12. 研究成果の公表にあたっては、自身とその周囲において、捏造、改ざん、盗用、引用の不正、不

適切な著者構成、重複発表などの不正行為がないよう細心の注意をはらわなければならな

い。 

13. 研究成果の公表にあたっては、得られた知識がその意味を歪められたり誇張されたりするこ

となく一般に広まるよう配慮し、努めなければならない。 

 

研究者の育成に関する倫理的配慮 

14. 人類学研究者は、あらゆる機会をとらえて、人類学の研究を担うことができる人材の育成に

努力しなければならない。 

1) 研究指導にあたる者は、後進に敬意をもって接し、倫理的な指導および評価の方法をとらな

ければならない。 

2) 研究指導にあたっては、後進が研究倫理に関する知識や考え方を習得し、実際に適用できる

ように図らなければならない。 

 

倫理上の判断とその責任 

15. 研究者が倫理上の問題について判断を下す際には、次のことを考慮しなければならない。 

1) 当事者である対象者や研究者の各個人あるいはグループは、同時に複数の異なる社会集団に

属する。 

2) 各社会集団の価値観や利害は一般に相互に異なり、判断のために優先順位を検討する必要が

生じることがある。 

3) 研究者は、学術的共同体の一員であると同時に、社会の一員である。 

4) 研究者が個々の倫理判断において払う努力の質と量は、人々の科学や学問に対する信頼を左

右し得る。 

16. 倫理上の判断を行う者は、最善の努力をもって判断に関わる要素を特定し、その判断の根拠

を明らかにしなければならない。 

17. 状況の複雑さや判断の困難さは、倫理上の問題に本来的なものであり、安易な妥協の口実に

してはならない。 

 

人類学研究の進展と倫理指針 

18. 人類学の研究の進展や社会情勢の変化に伴い、人類学の特定分野において倫理的に研究を実

施するためにさらに詳細な倫理指針が必要と認められ、それを作成する場合には、本文に示し

た基本指針の精神に則ったものでなければならない。 
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